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はじめに

本報告の目的

地方交付税（以降「交付税」という。）は、財源保障と財源調整を目的とする地
方財政調整制度である1)。本報告の目的は、地方交付税制度（以降「交付税制度」と
いう。）が、その主たる目的とする財源保障の機能を具体的にどのように達成してい
るかについてモデルを用いて分析することにある。特に、地方財政計画（以下「地財
計画」という。）において決定されたマクロの交付税総額が、マクロとミクロの整合性
を満たしつつ、どのような基準によってミクロの交付税額として個々の事業と地方団
体に配分され、財源保障の程度が調整されているかについて分析することに興味の中
心がある2)。

本報告で論じる主たる論題

○ 地財計画での交付税の総額と各地方団体の交付税額を合算した額が整合的と
なるための交付税制度
「マクロがミクロを決定する」ことの意味とモデルによる交付税制度の分析

○ ２種類の財源保障（基準財政需要額への算入率と補正係数）

• 算定項目の算入率と事務事業ごとの財源保障

• 補正係数による各地方団体の財源保障

○ ２種類の基準財政需要額の算定

• 算入率による基準財政需要額の算定

• 単位費用・測定単位・補正係数による基準財政需要額の算定

わが国の地方財政調整制度の目的と基本理念

○ わが国の地方財政調整制度の目的3)

1)交付税の財源保障と財源調整に関しては堀場 (2022)で詳細に論じている。
2)「マクロがミクロを決定する」とは、地方財政対策（以下「地財対策」という。）によって地財

計画におけるマクロの交付税総額が先決され、この交付税額に整合的な地方団体におけるミクロの
交付税額が決定されることを意味している。

3)地方財政制度全般にについては、石原 (2016, 序章)、矢野 (2007, 第 6章) 等を参照せよ。ここで
述べる内容は主に石原 (2016, 序章)に依拠している。
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• 地方団体は、各般の行政活動を行っているが、これに要する経費の財源
は地方税その他の収入によって調達されることがのぞましい。

「しかし、地域間に経済力の格差がある場合のおいては、税源の偏在の
ため同一の税制の下では、地方団体によって、その財政収入と財政需要
との間に過不足を生ずることは避けられない。そして、このような状況
を放置する場合は、地域によって住民の税負担等に著しい軽重の差を生
じ、また、行政サービスの水準に著しい高低の差をもたらすことになる。」
(石原, 2016, p.3)

• 「近代的な地方自治制度の下においては、すべての国民が、地方団体の住
民として、一定の負担の下で全国的見地に立って定められる一定の水準の
行政サービスの恩恵に浴することができるよう保護されねばならない。」
(石原, 2016, pp.3-4)

財政調整制度と地方財政調整制度

○ 財政力格差

• 各地方団体の財政需要と財政収入の過不足で表される地方団体間の財政
力の格差

○ 財政調整制度と地方財政調整制度

• 財政調整制度

→ 財政力格差を解消ないし縮小するために、財政需要を削減又は増額
（財政負担を軽減又は加重）、若しくは財政収入を増強又は削減する
措置を財政調整という

• 地方財政調整制度

→ 地方団体の財政力格差を縮小するため、国から地方団体に財政資金
を交付する制度を、特に地方財政調整制度という。つまり、地方財政
調整制度は財政調整の一部の政策である。交付税はわが国における
地方財政調整制度である。

交付税制度と基準財政需要額・基準財政収入額

○ 交付税額を求める算定式

交付税額 =基準財政需要額−基準財政収入額 (1)
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• この算定式は、通常地方団体の交付税額を算定する式として用いられてい
る。本報告では、この算定式とその要素である基準財政需要額、基準財政収
入額をより広範な概念として用いる。

→ マクロとミクロの関係を分析するためには、共通の概念として基準
財政需要額から基準財政収入額を用いる必要がある

→ マクロでもミクロでも、交付税額は基準財政需要額と基準財政収入額
を控除して求められると考える。
すなわちマクロでもミクロでも (1)式が成立する。

• 基準財政需要額に算入された行政経費については、標準的な財政需要と
して税収のいかんにかかわらず交付税によって財源が保障される。

• 基準財政需要額に算定されなかった経費については留保財源によって賄
わうべき経費となる。当該行政サービスを提供できるかどうかは地方団
体の地方税収の多寡による
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1. 地財計画とマクロの財源保障
地財計画では、地財対策によって当該年度の交付税総額が決定され、地財計画は

均衡する。これは地方にとって当該年度の交付税総額が与えられたことを意味する。
また、基準財政収入額が外生的に与えられると、地方全体での基準財政需要の総額
も与えられることを意味する。図 1は、地財計画とマクロの財源保障のイメージに
ついて図によって示したものである。

図 1: 地財計画におけるマクロの財源保障のイメージ

地方財政計画歳出

基準財政需要額
普通交付税歳出

普通交付税・
臨財債

基準財政収入額
普通交付税歳入

不交付団体の財源超過額（A)

財源超過額分の留保財源（B)

※(A)+(B) は不交付団体水準超経費見合いの財源

地方税・地方譲与税 国庫支出金
地方債
（臨財債除き） その他地方財政計画歳入

一般財源 特定財源

特別
交付税

普通交付税・
臨財債

標準税収入額

普通交付税算定に係わる
「標準的な税収入」

普通交付税算定に係わる「標準的な歳出」

地方交付税算定に係わる「標準的な歳出」

留保財源

「「標準的な歳出」・「標準的な歳出総額」

一般財源充当経費 特定財源充当経費

交付団体と不交付団体（財源超過額分の留保財源を除く）の留保財源

・本来的には地方税で賄われることが
　想定される行政経費の見込額（一般財源見合いの歳出部分）
・この額から標準税収入額を控除した値が，
　地方交付税総額（普通交付税＋特別交付税）

地方交付税額

図 A

図 B

図 C

図 D

（出所）筆者作成



地方交付税制度の理念とその運用－モデルによる分析を通じて－ 6

2. マクロの財源保障と図による説明

2.1 地財計画と普通交付税額の決定

図 2は、地方交付税や臨時財政対策債等がちょうど地財計画での財源不足を賄う
ように決定され、地財計画の歳出額と歳入額が均衡してマクロで財源が保障されて
いる様子を模式的に示したものである4)。

図 2: 地財計画と普通交付税額の決定
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2.2 地財計画と交付税総額の決定

図 3は、地財対策によって交付税が決定されることを説明するために図 2をより
簡潔に示したものである。（この図では特別交付税を捨象している。）

○ 地財対策によるマクロの交付税の決定

4)不交付団体の水準超経費については標準的な歳出から除かれるため図 2では地財計画歳出に計上
されていない。このため地財計画歳入からも水準超経費見合いの財源が除かれている。
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• 地財計画の歳出額が外生的に与えられ、また地方税、国庫支出金、地方
債が同様に外生的に与えられているとすると、図 3の交付税の総額は地
財計画の歳出額と歳入額が均衡するように地財対策によって決定される。

• このとき交付税によって地財計画の歳出額はマクロで財源保障される。（
交付税によるマクロの財源保障）

図 3: 地財計画のイメージ
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○ 図 3の普通交付税として、マクロの交付税が地財対策によって決定されると、
地方団体ごとに算定される普通交付税を合算した額は、地財計画で与えられる
交付税総額に等しくなるように調整されねばならない（マクロがミクロの交付
税総額を決定する）

• 地方団体の交付税を合算した額が交付税総額に等しくなるとき交付税は
マクロとミクロで整合的であるという
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2.3 留保財源とマクロの基準財政需要額の算定

図 4: 一般財源充当経費と一般財源
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○ 図A：標準的な歳出額として見込まれる一般財源充当経費
図D：標準的な歳入額として見込まれる地方税収とマクロの普通交付税額

○ 標準的な歳出額（図A）と標準的な地方税・地方譲与税の額（図D）が与えら
れると、マクロの財源保障を満足するために必要な普通交付税の額が図 Cの
普通交付税MS として与えられる。

○ 普通交付税MSが与えられたもとで地方税収から留保財源の額が算定される
と、マクロの基準財政需要額MSとマクロの基準財政収入額MSが次のよう
にして決まる。

• マクロの基準財政収入額は地方税収から留保財源額を控除した図Cの基
準財政収入額MS である

• マクロの基準財政需要額は普通交付税MSと基準財政収入額MSが与え
られると、算式

普通交付税MS =基準財政需要額MS −基準財政収入額MS (2)

を満足するように、図Bの留保財源対応分を控除した基準財政需要額MS

として与えられる。
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○ 地財計画で普通交付税額MSと整合的な基準財政需要額は基準財政需要額MS、
また基準財政収入額は基準財政収入額MSである。

• 各地方団体で算定される基準財政需要額と基準財政収入額を地方全体で
合算した額は、基準財政需要額MSと基準財政収入額MSに等しくなる
ように調整される。

○ 以上の分析から、留保財源が存在するとき図Bの基準財政需要額MSの額は図
Aの一般財源充当経費の額より必ず少額となる。
→標準的な歳出額の一部は普通交付税によって財源保障されない

○ 地方団体の基準財政需要を合算した額は基準財政需要額MSに等しくなるよう
に調整されねばならない。

• もし、地方団体の基準財政需要を合算した額が基準財政需要額MSに等し
くないときには、地財対策によって与えられた普通交付税の財源額と整合
的でなくなる。

• ミクロの地方団体の基準財政需要を合算した額がマクロの基準財政需要
の総額に等しくなるとき、基準財政需要額はマクロとミクロで整合的で
あるという。
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3. 表によるマクロとミクロの整合性についての説明
基準財政収入額についてマクロとミクロの整合性の条件が満たされているとする

ならば、交付税がマクロとミクロで整合的であるかどうかについては、基準財政需
要額に関するマクロとミクロの整合性について議論をすればよい。そこで基準財政
需要額におけるマクロとミクロの整合性について考察するため、以下のような各行
が各地方団体を各列が各算定項目の値を表している仮想的な表を提示しよう5)。

3.1 地方団体の一般財源充当経費と算定項目

表 1は、基準財政需要額を算定するための基礎となる各地方団体の一般財源充当
経費を交付税の算定項目ごとに表としたものである。

○ 各行には各地方団体ごとの一般財源充当経費が各算定項目ごとに並べられ、ま
た各列には各算定項目ごとの一般財源充当経費が各地方団体ごとに並べられ
ている。

• 地方団体は添え字 1 · · · i · · ·m、算定項目は添え字 1 · · · j · · ·nによって示
されている

→ 第 i行 j列の成分 xijは地方団体 i、算定項目 jにおける一般財源充当
経費である

• 最終列の合計 1は、ある地方団体について全ての算定項目の一般財源充
当経費を合算した額、また最終行の合計 2は、ある算定項目について全
ての地方団体の一般財源充当経費を合算した額である

→ 地方団体 iの一般財源充当経費の合計は、算定項目 1の xi1から算定
項目 nの xinまでを合算した

∑n
j=1 xij

→ 算定項目 jの一般充当経費の合計は最終行の
∑m

i=1 xij

• 合計 1欄を全ての地方団体について縦に合算すると地方全体の一般財源充
当経費の合計が

∑m
i=1(
∑n

j=1 xij)で、また合計2欄を全ての算定項目につい
て横に合算すると地方全体の一般財源充当経費の合計が

∑n
j=1(

∑m
i=1 xij)

で与えられる

5)表を作成するについて行と列の項目を各地方団体と算定項目としているのは、マクロとミクロが
整合的であるとは各地方団体を合算した額が国全体の総額に等しいときという定義を踏まえているた
めである。また、実際の交付税制度では、地方団体の基準財政需要額が算定項目ごとに算定されてい
るため算定項目を列としている。基準財政需要額の算定に関する算定項目については地方交付税制度
研究会 (2021)における項目を想定すれば良い。算定項目の詳細については堀場 (2021b)を参照せよ。
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表 1: 地方団体の一般財源充当経費と算定項目

算定項目 1 算定項目 2 · · · 算定項目 j · · · 算定項目 n 合計 1

地方団体 1 x11 x12 · · · x1j · · · x1n

∑n
j=1 x1j

地方団体 2 x21 x22 · · · x2j · · · x2n

∑n
j=1 x2j

...
...

...
. . .

...
...

...

地方団体 i xi1 xi2 · · · xij · · · xin

∑n
j=1 xij

...
...

...
...

...
...

地方団体m xm1 xm2 · · · xmj · · · xmn

∑n
j=1 xmj

合計 2
∑m

i=1 xi1

∑m
i=1 xi2 · · ·

∑m
i=1 xij · · ·

∑m
i=1 xin

∑m
i=1

(∑n
j=1 xij

)
=
∑n

j=1 (
∑m

i=1 xij)

→ これらの合計については表の性質より

合計1欄の合算額 =
m∑
i=1

(
n∑

j=1

xij

)
=

n∑
j=1

(
m∑
i=1

xij

)
=合計2欄の合算額

(3)

がなりたつ。

• (3)式で表される合算額は図 4図Aで示されたマクロでの一般財源充当経
費の総額に一致している

3.2 算入率と基準税率の定義

図 3の議論から、経費に関する算入率を全ての算定項目で 100%とすることはで
きない。このため地方団体のミクロの基準財政需要を合算した額がマクロの基準財政
需要の総額に等しくなるように算定項目の算入率を調整する必要がある。

算入率は各算定項目ごとに設定され、次の式によって算定される割合である。
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○ 算入率を算定項目の経費のうち基準財政需要額に算入される割合と定義する

算入率 =
基準財政需要額

経費
(4)

同様に、各税目の基準税率は、各税目ごとに次の式によって算定される割合で
ある。

○ 基準税率はある税目の税収のうち基準財政収入額に算入される割合

基準税率 =
基準財政収入額

税収
(5)

3.3 基準財政需要額の調整過程

算入率による地方団体の基準財政需要額の算定

表 2は、各地方団体の基準財政需要額を算定項目ごとに表としたものである。

表 2: 地方団体の基準財政需要額

算定項目 1 算定項目 2 · · · 算定項目 j · · · 算定項目 n 合計 1

算入率 t11 t12 · · · t1j · · · t1n

地方団体 1 t11x11 t12x12 · · · t1jx1j · · · t1nx1n

∑n
j=1 t

1
jx1j

地方団体 2 t11x21 t12x22 · · · t1jx2j · · · t1nx2n

∑n
j=1 t

1
jx2j

...
...

...
. . .

...
...

...

地方団体 i t11xi1 t12xi2 · · · t1jxij · · · t1nxin

∑n
j=1 t

1
jxij

...
...

...
...

...
...

地方団体m t11xm1 t12xm2 · · · t1jxmj · · · t1nxmn

∑n
j=1 t

1
jxmj

合計 2 t11
∑m

i=1 xi1 t12
∑m

i=1 xi2 · · · t1j
∑m

i=1 xij · · · t1n
∑m

i=1 xin

∑m
i=1

(∑n
j=1 t

1
jxij

)
=
∑n

j=1

(
t1j
∑m

i=1 xij

)
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○ 表 2の成分 (i, j)は地方団体 i、算定項目 jの基準財政需要の額を表し、表 1の
各 xijに算入率 t1j を乗じた値としてとして求められる

6)

• 表 2最終列の合計１欄の
∑n

j=1 t
1
jxijは地方団体 iにおける各算定項目の基

準財政需要の額を合算した額、すなわち地方団体 iの基準財政需要額を
表す

• 最終行の合計 2欄の t1j
∑m

i=1 xij は算定項目 jの基準財政需要の額を合算
した額を表す

→ 表 1と同様に合計 1欄を全ての地方団体について縦に合算した額と
合計 2欄を全ての算定項目について横に合算した額は等しい。した
がって

合計1欄の合算額 =
m∑
i=1

(
n∑

j=1

t1jxij

)
=

n∑
j=1

(
t1j

m∑
i=1

xij

)
=合計2欄の合算額

(6)

がなりたつ。

基準財政需要額の算入率による調整

○ マクロとミクロの基準財政需要額の整合性

• 算定項目ごとに算入率 t1j を調整することで、合計 2欄の基準財政需要額
t1j
∑m

i=1 xij を変化させ、全ての地方団体を合算した基準財政需要額の合
算額

∑n
j=1

(
t1j
∑m

i=1 xij

)
を基準財政需要額MSと等しくなるようにでき

る。
→マクロとミクロの整合性が達成される。

○ 表 2の合計 1欄と合計 2欄の合算額は等しいため、算定項目での算入率による
合計 2欄の合算額の調整によって、各地方団体で算定されるミクロの基準財政
需要額はマクロの総額と整合的となる。

n∑
j=1

(
t1j

m∑
i=1

xij

)
=基準財政需要額MS =

m∑
i=1

(
n∑

j=1

t1jxij

)
(7)

6)基準財政需要額への算入率は上添え字 1、基準財政収入額への算入率は上添え字 2を用いる。



地方交付税制度の理念とその運用－モデルによる分析を通じて－ 14

○ 各算定項目の基準財政需要額の合算額が基準財政需要額MSに等しくなるよう
に算入率を調整すれば、地財計画の基準財政需要の総額と各地方団体の基準財
政需要の合算額は整合的となるように調整される。同様に基準財政収入額にお
いても同じ調整をすれば、交付税はマクロとミクロでの整合性が達成される。

○ 基準財政収入額に関する調整過程も同じ考え方で議論が可能である。ただし基
準財政収入額の場合には、地方税収が外生的に決定され、また基準税率が法に
よって与えられているため、基準財政収入額は外生的に与えられると仮定し議
論から捨象されている

• したがって問題となるのは基準財政需要額に関するマクロとミクロの整
合性に帰結する

○ 算定項目ごとの算入率の調整によって、基準財政需要額のマクロとミクロの整
合性を満足しつつ、マクロの基準財政需要額の総額を算定項目の事業ごとに配
分する程度を調整していることが分かる。
補助事業費の補助裏か、単独事業費か、法令による義務付け・枠付けはどの程度
か、国の政策との整合性をどのようにとるかなどによって、算定項目の事業につ
いて交付税による財源保障の程度を調整していると考えられる。

4. 単位費用と測定単位による基準財政需要額の算定
これまで述べてきたモデルでは、基準財政需要額に係わるマクロとミクロの整合

性を達成するために各算定項目における各地方団体の一般財源充当経費とそれから
算定される各地方団体ごとの基準財政需要額、つまり表 1と表 2における全ての成
分の値を知ることが必要であった。しかし、

○ 算定項目ごとに各地方団体の情報を得ることは多大の行政コストを要する

○ マクロとミクロが整合的となるためには、算定項目の基準財政需要の合計額、
すなわち表 2の合計２欄の値のみが必要とされる情報である

• それらの額は算定項目ごとに表 1の合計２欄の値と算定項目の算入率か
ら求めることができる

○ 地方交付税制度研究会 (2021)等でみると実際の交付税算定では上記のように
個別の地方団体の基準財政需要額を積算していない。
むしろ各算定項目ごとの表 2の各成分が合計２欄の合算額から、次のように
算定されている。
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1. 各算定項目の一般財源充当経費の額に算入率を乗じて基準財政需要額の合算
額が算定される

2. ある算定項目における各地方団体の基準財政需要額は、単位費用、測定単位、補
正係数という新たな変数によって基準財政需要額の合算額から求められる。

4.1 基準財政需要額の配分による財源保障

交付税による財源保障は基準財政需要額が配分されることでなされている。この
配分は次のように二つの段階でなされている。

○ 各算定項目における合計２欄の基準財政需要額の値をみながら、マクロとミク
ロが整合的となるように算入率を調整して基準財政需要額の算定項目の総額
を決める。この段階が第１段階の基準財政需要額の配分である。この段階で算
定項目ごとの財源保障の程度が決定される。

○ 上記で与えられた個々の算定項目の基準財政需要額の総額すなわち合計２欄の
基準財政需要額を各地方団体に配分する。この段階が第２段階の基準財政需要
額の配分である。この段階で各地方団体の財源保障の程度が決定される。

4.2 単位費用、測定単位、補正係数による基準財政需要額の算定

議論に入る前に、単位費用、測定単位、補正係数による基準財政需要額の算定に
ついて確認をする。

単位費用、測定単位、補正係数による算定

○ ある算定項目における地方団体の基準財政需要の額は、算式

基準財政需要の額 =単位費用× ( 測定単位×補正係数 ) (8)

によって算定される。

• 測定単位に補正係数を乗じた部分が括弧によって括られている。

→ 補正係数によって変化するのは測定単位の値であることに留意が必要
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○ 基準財政需要の額を全ての算定項目について加えた、地方団体の基準財政需要
額は、

基準財政需要額 =
∑
各算定項目ごとの {単位費用× ( 測定単位×補正係数 )}

(9)

によって算定される。
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測定単位による基準財政需要の新たな表記

表 3: 単位費用、測定単位、補正係数による基準財政需要の額

算定項目 1 算定項目 2 · · · 算定項目 j · · · 算定項目 n 合計 1

単位費用 p1 p2 · · · pj · · · pn

地方団体 1 p1(q11s11) p2(q12s12) · · · pj(q1js1j) · · · pn(q1ns1n)
∑n

j=1 pj(q1js1j)

地方団体 2 p1(q21s21) p2(q22s22) · · · pj(q2js2j) · · · pn(q2ns2n)
∑n

j=1 pj(q2js2j)

...
...

...
. . .

...
...

...

地方団体 i p1(qi1si1) p2(qi2si2) · · · pj(qijsij) · · · pn(qinsin)
∑n

j=1 pj(qijsij)

...
...

...
...

...
...

地方団体m p1(qm1sm1) p2(qm2sm2) · · · pj(qmjsmj) · · · pn(qmnsmn)
∑n

j=1 pj(qmjsmj)

合計 2
∑m

i=1 p1(qi1si1)
∑m

i=1 p2(qi2si2) · · ·
∑m

i=1 pj(qijsij) · · ·
∑m

i=1 pn(qinsin)
∑

i

∑
j {pj × (qij × sij)} =

∑
j

∑
i {pj × (qij × sij)}

○ 算定項目 j、地方団体 iにおける単位費用を pj、測定単位を qij、補正係数を sij
とすると、基準財政需要の額 dijは、新たに

dij = pj × (qij × sij) (10)

のように記述され、表 3の各成分として与えられる。

• 先の一般財源充当経費、算入率等を用いて算定された、表 2の各成分を
異なる算定式によって求めたものである

○ 合計 1欄で表される地方団体 iの基準財政需要額 diは、全ての算定項目を合算
した、

di =
∑
j

dij

=
∑
j

{pj × (qij × sij)} (11)
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で表される。

○ 合計 2欄で表される算定項目 jの基準財政需要の額 dj は、全ての地方団体を
合算した、

dj =
∑
i

dij

=
∑
i

{pj × (qij × sij)} (12)

で表される。

○ 表の性質から合計 1欄と合計 2欄をそれぞれ合算した合算額は等しい∑
i

∑
j

{pj × (qij × sij)} =
∑
j

∑
i

{pj × (qij × sij)} (13)

• この内容は先の一般財源充当経費を用いた表記と同じ性質が表 3の合計
欄についても維持されていることを意味している

○ 単位費用、測定単位、補正係数による算定とマクロとミクロの整合性

• 算定項目 jにおいて、先述の算入率による基準財政需要額 t1j
∑m

i=1 xij に
等しく表 3の合計２欄の値

∑m
i=1 pj(qijsij)が与えられるならば、次の式

が満たされマクロとミクロは整合的となる。無論、算入率による基準財
政需要額ではマクロとミクロの整合性が満たされているとする。

∑
i

∑
j

{pj × (qij × sij)} =マクロの基準財政需要の総額 =
∑
j

∑
i

{pj × (qij × sij)}(14)

4.3 補正前の基準財政需要の算定

ある算定項目における補正前の各地方団体の基準財政需要額は単位費用に測定単
位を乗じて算定される。この単位費用と測定単位による算定によって、算定項目ごと
に基準財政需要額の合算額が各地方団体に配分される。（ここでは、補正係数によっ
て補正がなされる前の基準財政需要額がどのように算定されているかについて考察
する）。
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単位費用と測定単位による基準財政需要の概算額の算定

本レジュメでは、補正前に算定される各地方団体の基準財政需要額を「基準財政
需要の概算額」と呼ぼう。この算定項目 j地方団体 iにおける基準財政需要の概算
額 dijは次のように算定される。

○ ある算定項目 jの一般財源充当経費の総額が
∑m

i=1 xij で与えられると基準財
政需要の総額は一般財源充当経費の総額に算定項目の算入率 t1j を乗じた値
t1j
∑m

i=1 xijで与えられる。また、この基準財政需要の総額はマクロとミクロの
整合性を満たしていると仮定する。

○ この基準財政需要の総額を単位費用と測定単位によって表すと t1j
∑m

i=1 xij =∑m
i=1 pjqi,jがなりたつ。

○ もし、単位費用が上の式を満足しているならば、ある算定項目 jにおける (10)

式 dij = pj × qijによって算定される各地方団体の基準財政需要の概算額は、基
準財政需要の総額を地方団体に過不足なく配分している。

○ 各地方団体の基準財政需要の概算額 dij は、傾き pj、説明変数 qij の直線上の
点として表される。

算定に用いる直線の特定化と基準財政需要の概算額

図 5は、算定項目 j地方団体 iにおける基準財政需要の概算額 dij = pj × qijを測
定単位を説明変数として表したイメージである。（ただし、算定項目 jは省略してい
る。）このとき基準財政需要の概算額は一定の単位費用 pjを傾きとする直線OM上
の点として示される。

○ 単位費用、測定単位による基準財政需要の概算額の算定と図による説明

• 仮説例では３地方団体を仮定し、測定単位は q1から q3までの値をとって
いる。

• この三角形OMq3の基準財政需要概算額の総額は算定項目の基準財政需
要の総額 t1j

∑m
i=1 xijに等しい

• 仮想的な団体として標準団体を考え単位費用を算定する。図では標準団
体の測定単位が q0であり、標準団体の基準財政需要の概算額が pq0、単
位費用は pである。また単位費用は測定単位 qが１のときの基準財政需
要の概算額である。

• 各地方団体の概算額は di = p× qiで算定される。
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図 5: 算定に用いる直線のイメージ
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単位費用の算定

○ 単位費用の算定

• 各地方団体の基準財政需要の概算額が直線で推計されるとき、全ての地
方団体について合算した額は

m∑
i=1

pqi = p
m∑
i=1

qi (15)

である。ところで右辺の
∑m

i=1 qiは測定単位の総数である。

• (15)式の左辺は第１段階で算定項目jに与えられた基準財政需要額 t1j
∑m

i=1 xij

に等しいので、

t1j

m∑
i=1

xij = p
m∑
i=1

qi (16)

が成り立っている。

• したがって測定単位１のときの単位費用の値 pは以下の式によって求め
ることができる

p =
t1j
∑m

i=1 xij∑m
i=1 qi

(17)
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→ 右辺の分母は算定項目 jの測定単位の総数

→ 右辺の分子は一般財源充当経費の総額に算入率を乗じて得られる算
定項目 jの基準財政需要額

○ 各地方団体の基準財政需要の概算額の決定各地方団体 iの基準財政需要の概算
額 pqiは

pqi =
t1j
∑m

i=1 xij∑m
i=1 qi

× qi (18)

によって算定される

標準団体による単位費用の算定

○ q0が標準団体の測定単位の値とすると、標準団体の基準財政需要の額は

pq0 =
t1j
∑m

i=1 xij∑m
i=1 qi

× q0 (19)

として算定される

○ 実際の交付税の算定では、単位費用は (17)式によって求められる代わりに標準
団体の値を用いて算定する。すなわち、先ず標準団体の基準財政需要の額を、

pq0 =

(
t1j

m∑
i=1

xij

)(
q0∑m
i=1 qi

)
(20)

によって求め、その上でその値を q0で除して単位費用を算定している7)。

p =

(
t1j

m∑
i=1

xij

)(
q0∑m
i=1 qi

)
1

q0
(21)

4.4 測定単位を説明変数とする図

これまで議論してきた内容を測定単位を説明変数とする図を用いて解説する。図 6

は、縦軸に算定項目 jにおける各地方団体の一般財源充当経費と基準財政需要額を、
また横軸に説明変数として測定単位をとったときのイメージを描いたものである8)。

7)地方交付税制度研究会 (2020a)を参照せよ。
8)図 6は、表 1、表 2、表 3によって与えられる情報を測定単位を説明変数として描いたものであ

る。
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図 6: 一般財源充当経費、基準財政需要額と測定単位のイメージ
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一般財源充当経費について

○ 地方団体 iの一般財源充当経費が曲線ABCD上の点として与えられていると
する。例えば地方団体１の測定単位が q1のとき一般財源充当経費はA点の x4

である9)。

• 一般的に各地方団体の一般財源充当経費は曲線ABCDから誤差の分だけ
乖離するため曲線 ABCDは正確には求められない。この曲線 ABCDは
何らかの方法で推定される曲線として考えられる。

○ 曲線ABCDと横軸で囲まれた面積 q1ABCDq6が算定項目 jの一般財源充当経
費を全ての地方団体について合算した額

∑m
i=1 xijを表している10)

• 表 1における第 j列の合計 2欄に対応

基準財政需要の概算額を求める

○ 算定項目 jの面積 q1HFKq6で表される基準財政需要額の総額が、一般財源充
当経費の総額（面積 q1ABCDq6）に算入率 t1j を乗じて得られる額に等しくな
るよう直線OFKが決定される。

○ このとき、標準団体の測定単位が q0であるとすると標準団体の基準財政需要
の概算額は (20)式で求められ F点で示される。また単位費用は (21)式によっ
て求められ、直線OFKの傾きを表している。

○ (18)式によって求められる各地方団体の基準財政需要の概算額は、図 5で論じ
たように各地方団体の測定単位に対応した直線OFK上の点として表される。

9)地方団体ごとの一般財源充当経費（事業経費）は必ずしも曲線上の点とはならない。一般的に曲
線から誤差の分だけ隔たりをもった値として示される。本報告では地方団体ごとの経費が曲線 BCD
上にあると仮定して議論を進めている。
10)測定単位が地方団体に対応した離散型の数値であるので必ずしも面積と一致しない。ここでは直
感的に理解するため面積を用いているが、後述する補正後の議論ではこの点に注意が必要となる。
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5. 補正係数の役割と単位費用の算定
補正係数の役割は、測定単位を加減して地方団体への基準財政需要額の配分を調

整することで地方団体の財源保障の程度を変化させることにある。

5.1 補正係数による基準財政需要額の修正

これまでは補正前の各地方団体の基準財政需要の概算額について論じてきた。こ
こでは補正係数による基準財政需要額の補正の意味について考えてみたい。

○ これまでの議論では、算定項目 jの補正係数が全て１のときに地方団体の基準
財政需要の概算額は直線OFK上の点として算定されていた。他方、地方団体
の一般財源充当経費は、図 6 で論じたように曲線ABCD上の点として推定さ
れる。

• このとき、各地方団体の基準財政需要を直線OFK上の点で示される概算
額から、補正係数によって曲線ABCD上の一般財源充当経費に見合う基
準財政需要額へと修正が必要となる場合がある。

• 例えば、一般財源充当経費の曲線ABCDの形状を斟酌して、補正後の基
準財政需要額が図 7の曲線 EF′Gで与えられたとしよう11)。

→ 標準団体では補正係数が１であることから測定単位 q0 上では直線
OKMと曲線 EF′Gは必ず交差する。

• 補正係数による補正は、直線OFKによる基準財政需要額の算定から曲線
EF′Gによる算定に修正することを意味している。

5.2 補正係数と基準財政需要額の算定

○ 地方団体における補正前の基準財政需要の概算額は、

基準財政需要の概算額 =単位費用×測定単位 (22)

によって算定された。

11)算定項目における事業の特性によって地方団体間の財源保障のあるべき姿が決まり曲線 EF′Gの
形状が決定される。曲線 EF′Gの形状が一般財源充当経費の一定比率である場合もあるし、また何ら
かの政策判断によって異なる形状となる場合もある。



地方交付税制度の理念とその運用－モデルによる分析を通じて－ 25

○ 地方団体における補正後の基準財政需要の額は、算定式

補正後の基準財政需要の額 =単位費用× (測定単位×補正係数) (23)

によって算定される。ここで測定単位×補正係数は補正後測定単位と呼ばれ
ている。

5.3 補正係数の図による説明

図 7は、補正係数によって基準財政需要の額がどのように補正されているかにつ
いてイメージを示したものである。

図 7: 基準財政需要額、測定単位と補正係数のイメージ
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（出所）筆者作成

補正係数の役割

○ 各地方団体の一般財源充当経費が曲線ABCDで与えられるとする。
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• この一般財源充当経費に対応して曲線 EF′G上の点が各地方団体の補正
後のあるべき基準財政需要額を表しているとする。

交付税制度では、この基準財政需要の額が単位費用に補正後測定単位を
乗じた算定式 dij = pj × (qij × sij)によって算定される。

• 例えば測定単位が q1の地方団体１を考えると、地方団体１のあるべき基
準財政需要額はE点に対応した x2で与えられるのに対し、補正前の概算
額はH′点に対応した x1である。したがって直線OF′L′上のH′点の額 x1

から、地方団体１の測定単位を補正係数によって q2に補正して基準財政
需要額が曲線EF′G上のE点に対応した額x2に調整されているのである。

○ すなわち、測定単位の値 q1に補正係数 s1j を乗ずることで測定単位の値を q2
に補正することで、基準財政需要額を x2からあるべき値 x3となるように調整
されているのである。

• 直線OF′L′上のH′に対応した基準財政需要額 x1から I′点に対応した x3

となるように測定単位を補正する

→ これが ( 測定単位×補正係数 )の括弧の意味である

○ 各地方団体の測定単位の補正によって地方全体の総測定単位数
∑m

i=1 qiが変化
するため、図 7の直線OF′L′の傾きとして表わされる単位費用は一般的に図 6

の直線OFKの傾きから変化する。

○ 曲線 EF′Gと横軸で囲まれた範囲 q1EF
′Gq6 の補正後基準財政需要額を全て

の地方団体について合算した額は、図 7の直線OF′L′と横軸で囲まれた範囲
q2I

′F′K′q6の補正後基準財政需要額を全ての地方団体について合算した額に等
しく、両者とも t1j

∑m
i=1 xijに等しい。
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6. わが国の交付税制度の運用と基準財政需要額の算定
この節では、わが国の交付税制度がどのように運用されて、これまでモデルによっ

て説明してきた交付税の算定過程が実現されているかについて考察する12)。ただし、
単純化のために本節では補正前の算定について議論を進める。

6.1 標準団体の一般財源充当経費と基準財政需要の額

標準団体の役割

○ 標準団体とは

各算定項目において標準的な条件を備え、単位費用が算定されるときに基準と
なる地方団体または施設。

○ 標準的条件

• 人口、面積、人口密度、その他行政規模等が道府県や市町村の中で平均
的なものであるということ、また、自然条件、地理的条件、産業構造等が
特異なものではないということ（すなわち、寒冷補正の適用がなく、ま
た、都市化の程度が平均的なものであること）、人口急増団体でも人口急
減団体でもないということである。

→ 標準団体とは 図 6のB点で表記されるように行政経費が平均的な値
をとり、単位費用の算定基準となっている団体。

• 現在標準団体として、道府県の場合には人口 170万人、面積 6,500km2の
県が、市町村の場合には人口 10万人、面積 210km2の市が指定されてい
る (石原, 2016, 273-274頁)。

標準団体の基準財政需要の額と単位費用の決定

○ 算定項目 jで算定されている事業の経費総額がX であったとする。また算定
項目 jに係わる特定財源として地方債と国庫支出金の額も与えられ、算定項目
jの一般財源充当経費の総額

∑m
i=1 xijは

m∑
i=1

xij =総事業費X − (地方債+国庫支出金) (24)

12)本節で述べている実際の交付税制度の運用については、石原 (2016, 第 2編)、地方交付税制度研
究会 (2021)等を参照せよ。
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によって求められる。ただし iは各地方団体を表す。

○ 算定項目 jの基準財政需要の総額は一般財源充当経費の総額
∑m

i=1 xij に算入
率 t1j を乗じて求められる。

○ 図 6のF点で示される標準団体の基準財政需要の額 x3 = x0は、(20)式から基
準財政需要の総額 t1j

∑m
i=1 xij を全国の測定単位の合計に対する標準団体の測

定単位の割合によって除することで算定される。

x3 =基準財政需要の総額 t1j

m∑
i=1

xij ×
標準団体の測定単位の値
全国の測定単位の合計

(25)

○ 標準団体の測定単位 q3が q0で与えられるとき、単位費用は算式

単位費用 =
x3

q0
(26)

によって算定される。

○ 算定項目 jにおける各地方団体の基準財政需要額は、この単位費用に各地方団
体の測定単位を乗ずることで算定される。すなわち各地方団体の基準財政需要
額は、周知の算式

各地方団体の基準財政需要額 =単位費用×測定単位の値 (27)

によって算定される。

6.2 単独事業での算定過程と仮説例による説明

上で述べた交付税制度の算定過程のイメージについて、地方単独事業である道路
橋りょう費＿道路改築分を仮説例として説明する。
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表 4: 単独事業（道路橋りょう費＿道路改築分）算定のイメージ

都道府県分

事業費
( 全国総額）

地方費 地方債 一般財源

修正後
一般財源

算入率

A B C  (B × D)

（％）

令和元年度

( 単位：億円）

5,000 5,000 3,000 2,000 70.01,400

140,000 百万円　　×　　

標準団体道路延長
3,900  km

181,883  km
道路延長全国計

=　　3,002 百万円

※　道路延長については令和元年の数値

D

※　事業費その他の額については仮の数値

（出所）筆者作成

算定項目の一般財源充当経費と基準財政需要額の算定

○ 表 4は、都道府県分の単独事業（道路橋りょう費＿道路改築分）を仮説例とし
て、地方全体の一般財源充当経費と基準財政需要額の総額の関係を表わしたも
のである。

• 都道府県分の単独事業（道路橋りょう費＿道路改築分）の経費が全国総
額で 5,000億円であったとする。

→ 単独事業のため地方が負担する地方費も全国で 5,000億円

• この単独事業の財源として地方債が総額 3,000億円発行されていると一般
財源充当経費の総額は 2,000億円となる13)。

13)表 1 で算定項目（道路橋りょう費＿道路改築分）の成分を地方全体で合算した合計 2 欄の
値 (

∑m
i=1 xij) が 2,000億円であることを意味している。
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• 仮に算入率が 70%であったとすると、算入率を乗じた基準財政需要額の
総額は 1,400億円である（表 4では修正後一般財源と表記されている）。

○ 標準団体の基準財政需要の額は、1,400億円を全国の測定単位の合計に対する
標準団体の測定単位の割合によって按分して、

1, 400億円× 3, 900km

181, 883km
= 3, 002百万円 (28)

と算定される。

単位費用の定義と算式

○ 標準団体の基準財政需要の額と測定単位の値から、(21)式によって単位費用が
算定される。各地方団体の基準財政需要の額は単位費用にそれぞれの測定単位
を乗ずることで求められる。

○ 単位費用は、交付税法第 2条第 6号において次のとおり規定されている。
(石原, 2016, 273頁)。

• 「道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、か
つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持す
る場合に要する経費を基準として、補助金、負担金、手数料、使用料、分
担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額
に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定
単位の単位当たりの費用（・・・中略・・・）で、普通交付税の算定に用いる
地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗
ずべきものをいう。」

• 単位費用は各算定項目ごとに算定される測定単位当たりの一般財源所要
額で、道府県又は市町村の算定項目ごとに標準的な条件を備えた団体ま
たは標準的な規模の施設について次の算式によって算定される14)。

単位費用 =
標準的な歳出−国庫支出金等の特定財源

測定単位の数値
(29)

14)単位費用の算式における標準的な歳出は、算定項目における事業費から地方債を財源とする経費
を控除した額に算入率を乗じた値である。
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単独事業での単位費用の算定

○ 道路橋りょう費＿道路改築分の仮説例を用いて単位費用を求めてみると、分子
の標準団体の基準財政需要額が 3,002百万円であるので、標準団体の道路延長
3,900kmで除すと単位費用は 769,743円と求められる。

○ すなわち、単位費用は

単位費用 =
標準団体の基準財政需要額
標準団体道路延長

=
3, 002百万円
3, 900 km

= 769, 743円 (30)

と算定される。

○ 単位費用は図 6の直線OFKの傾きに対応し、地方団体が測定単位である道路
延長 1km当たり措置される基準財政需要の額が 769,743円であることを意味
している

6.3 補助事業の算定過程と国庫支出金の扱い

単位費用の算定と国庫支出金の控除

○ 本来、事業費から地方債と国庫支出金からなる特定財源充当経費が控除されて
一般財源充当経費 xijが算定され、その額に算入率が乗じられて基準財政需要
の額 t1ijxijが求められる。

• これに対し交付税制度では、表 4で示したとおり特定財源のうち地方債
のみが最初に控除され、国庫支出金については単位費用の算定式の分子
で控除される。

単位費用 =
標準的な歳出−国庫支出金等の特定財源

測定単位の数値

• 地方債と異なり国庫支出金の額は算入率を乗じた額が減じられる。

この点については次節で仮説例を用いて詳細に論じる。
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7. 経費区分による基準財政需要額の算定
算定項目における各地方団体の基準財政需要額は算定項目の単位費用に各地方団

体の補正後の測定単位を乗じて求められた。この節では、補助事業の感染症等対策
費を例として、算定項目における単位費用が実際の制度でいかに算定されているか
について検証する。

7.1 行政分野の区分と測定単位・算入率の選択

単位費用の算定に係わる議論に入る前に、実際に単位費用等がどのような行政分
野を区分として算定されているかについて、厚生費（市町村分）の感染症対策費を
例としてみてみたい。

行政分野の区分

○ 図 8は、厚生費（市町村分）の感染症対策費がどのような行政分野に区分され
ているかについて示したものである

• 厚生費（市町村分）の感染症対策費は『交付税制度解説（単位費用篇）』
の個別算定経費として算定されている15)

○ 市町村分の厚生費については、

• 厚生費は生活保護費等複数の款に区分されている
• 各款はさらに分けられ、例えば保健衛生費は、図 8で示されているよう
に感染症等対策費など複数の細目に区分されている

• 細目はさらに複数の細節に区分されている
→ ただし保健衛生費の場合には細目が 1つの細節からなりたっている

• 細節は給与費、需用費等、委託費等の経費区分に区分されている
• 経費区分では各事業ごとに経費が算定される
→ 例、細目・細節の感染症等対策費は、経費区分の給与費、需用費等、
委託料によって構成される。また需用費等あるいは委託料では、そ
れぞれがさらに事業ごとに分けられて経費が算定されているものも
ある。例えば、需用費等は感染症予防事業等及び狂犬病予防事業費
等の事業に分けられてそれぞれの経費が算定される。

15)地方交付税制度研究会 (2020a, 199頁)を参照せよ。
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図 8: 市町村分厚生費の行政項目（感染症対策費）

厚生費



（款）
生活保護費
社会福祉費

保険衛生費



（細目・細節）

感染症等対策費



（経費区分）
給与費
需用費等
（感染症予防事業等、狂犬病予防事業費)

委託費
（感染症予防接種費、結核健康診断費）

母子衛生費
国民健康保険医療助成費
衛生諸費

高齢者保険福祉費
清掃費

（出所）地方交付税制度研究会 (2020a)より筆者作成

（備考）厚生費の場合には細目と細節が同じため細目・細節として表記する
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7.2 算定項目と経費区分による基準財政需要額の算定

地方交付税制度研究会 (2020a, 200頁)によると、算定項目の基準財政需要額の算
定は、実際には目的別経費分類である細目・細節を算定項目として16)、性質別経費
分類ごとに算定されている。

表による説明

○ 簡単な表 5によってこの点を示すと、目的別経費分類による算定項目 jが、性
質別経費分類による経費分類 iによって区分され、それぞれの基準財政需要額
が (i, j)の成分Dijとして算定されている17)。

• 表頭には第 1項目から第 n項目の算定項目名が、表側には第 1項目から
第M 項目の経費区分名が示されている。

→ 表 3では表側が各地方団体であったが表 5の表側は経費区分である。

→ マクロとミクロの整合性にとって必要な算定項目における基準財政需
要額の合計２欄の値は、実際の交付税制度では経費区分ごとに算定さ
れた額を合算して求めている。
その後、合計２欄の基準財政需要額の総額が単位費用と測定単位によっ
て, 各地方団体ごとに配分される。

• 表 5は、保健衛生費を構成する算定項目 jの感染症等対策費から j +3の
衛生諸費に注目して、経費区分 1の給与費から経費区分Mの負担金、補
助及び交付金までの基準財政需要の値を表としてまとめたものである

→ 表 5の各成分について、例えば第 i行第 j列の成分Dijは、算定項目
j（感染症等対策費）の経費区分 i（委託料）の基準財政需要の額

→ 最終列の合計 1欄は各経費区分 iの合算額
∑n

j=1Dij

→ 最終行の合計 2欄は各算定項目 jの合算額
∑n

i=1Dij

16)地方交付税制度研究会 (2020a, 200頁)をみると、（款）保健衛生費では、測定単位が（細目・細
節）感染症等対策費、母子衛生費、国民健康保険、衛生諸費を通じて等しく人口で与えられ、単位費
用も人口１人当たりで算定されている。したがってこの場合の算定項目は款の保健衛生費ともいえ
る。しかし、地方交付税制度研究会 (2020a, 200頁)の算定から、実際には細目ごとに単位費用が算
定され、その値が合算されて（款）保健衛生費の単位費用が求められている。したがって、ここでは
算定項目を細目・細節としている。どちらを算定項目としても特段議論に差は生じない。
17)この算定過程については地方交付税制度研究会 (2020a)からは明らかにできない。表では最終的
に求められたDij のみが示されている。
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マクロの基準財政需要額と算定項目ごとの基準財政需要額との整合性

○ 表 5の合計 2欄で算定される基準財政需要の額を全ての算定項目で加えた額
がマクロの基準財政需要の総額と等しく、

マクロの基準財政需要額 =
n∑

j=1

(
M∑
i=1

Dij

)
(31)

がなりたつときマクロと算定項目ごとに算定されたミクロの基準財政需要の
額が整合的となる。

○ 国は上式が満足されるように算入率を変化させて各算定項目の基準財政需要
の額を調整する。このとき算定項目の財源保障の程度を決めている。

7.3 補正係数と単位費用の算定

ここで補正係数を考慮に入れたときの単位費用の算定についてあらためて考察
する。

修正後一般財源の算定18)

○ 表 6は、算定項目の厚生費（市町村）の第三款保健衛生費、細目・細節感染症
等対策費を仮説例として、標準団体の基準財政需要の額がいかにが算定されて
いるかについて示したものである。

• 表 6では特定財源のうち地方債のみが控除

→ 国庫補助負担金等は単位費用を算定するときに控除される

○ 算定項目の事業費（全国総額）から地方債を財源とする経費額を控除し、算入
率を乗じた額を修正後一般財源と呼んでいる

• 地財計画歳出で計上されるべき補助事業費（感染症等対策費）の地方負
担分は全国の総額で 584,049百万円19)

18)詳細については地方交付税制度研究会 (2020a, 199頁)を参照せよ。
19)標準団体の感染症等対策費の額が『交付税制度解説（単位費用篇）』(地方交付税制度研究会,

2020a, 200頁)において 311,493百万円で与えられていることを前提とすると、以降仮に与えられる
算入率等の値から感染症等対策費全国総額の地方負担分は 584,049百万円と算定される。実際の算定
における事業費（全国総額）の値、算入率、補正後全国測定単位数等についてはその値は明らかに
なっていない。
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表 6: 補助事業（感染症等対策費）の算定のイメージ

市町村分

事業費
( 全国総額）

地方費 地方債 一般財源

修正後
一般財源

算入率

A B C  (B × D)

（％）

令和２年度

( 単位：百万円）

584,049 0 80.0467,239

467,239 百万円　　×　　

標準団体人口

補正後人口全国計

=　　311,493 千円

D

※　事業費その他の額については仮の数値

584,049

10 万人

15,000 万人

584,049

（出所）『交付税制度解説（単位費用篇）』(地方交付税制度研究会, 2020a)を参考に筆者作成

• 全国総額より地方債発行額を控除して一般財源を求めると、地方債発行
額がゼロであるため、一般財源はB欄のように事業費と同額の 584,049百
万円。

• 感染症等対策費の基準財政需要額への算入率が 80%であると仮定する
と20)、C欄で示されるように修正後一般財源の全国総額は467,239百万円。

○ 『交付税制度解説（単位費用篇）』によって図 6の計数のうち明らかとなって
いるのは、標準団体の人口 10万人と標準団体修正後一般財源 311,493千円、県
支出金・使用料及び手数料 76,337千円のみである。

• 算定項目における算入率 80%、事業費（全国総額）584,,049百万円、補正後
人口全国計 15,000万人等の計数は仮の値であり資料から算出することは
できない。

20)事業ごとの算入率については明らかとなっていないため仮説例では 80%とした。
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標準団体の修正後一般財源の額

○ 標準団体の修正後一般財源の額は、上で求めた修正後一般財源の全国総額から
次の算式によって算定される。

標準団体の修正後一般財源額 =修正後一般財源の全国総額×標準団体の測定単位の値
補正後の測定単位全国計

(32)

• 分母の全国測定全国計は補正係数を乗じた後の測定単位の値。
→ 感染症等対策費では人口を測定単位とするとき、測定単位全国計は統
計上のわが国の人口総数の代わりに補正係数を乗じた後の補正後測
定単位全国計を用いる。

• 算定項目での補正の仕方や程度が全国の測定単位の総数や標準団体の修
正後一般財源額に影響を与えひいては単位費用にも影響を与えている。

単位費用の算定

○ 標準団体の測定単位一単位当たりの需要を表す単位費用は、算式

単位費用 =
標準団体の標準的な歳出−標準団体の国庫補助負担金等

標準団体の測定単位の値
(33)

によって求められる。

7.4 令和2年度基準財政需要額の算定21)

最後に、令和 2年度『交付税制度解説（単位費用篇）』によって標準団体の基準
財政需要額の額が事業ごとの経費からどのように算定されているかについて感染症
等対策費を例として示す22)。

「標準団体行政経費積算内容」による算定の具体例

○ 交付税制度の実際の運用では、表 7の『交付税制度解説（単位費用篇）』「標
準団体行政経費積算内容」から明らかなように、感染症等対策費に係わる標

21)わが国の交付税制度の算定については、令和２年度の感染症等対策費を例として堀場 (2021b)で
詳細に論じている。ここでは標準団体の基準財政需要額の算定までを論じているのでそれ以降の算
定については堀場 (2021b)を参照せよ。
22)標準団体の行政経費及び単位費用の算定に係わる詳細は、地方交付税制度研究会 (2020a, 199頁)

『交付税制度解説（単位費用篇）』を参照せよ。
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表 7: 感染症等対策費の標準団体行政経費積算内容

（出所）地方交付税制度研究会 (2020a, 200頁)の標準団体行政経費積算内容を転載

準団体の修正後一般財源額 311,493千円（表 7歳出計 a）は、給与費、需用費
等、委託料といった経費区分の事業ごとに算定され合算されていることについ
ては前述したとおりである。

• 標準団体における需用費等は、感染症予防事業等 130,391千円と狂犬病予
防の事業 1,416千円の事業費（補正後）からなり、その合算額（補正後）
は 131,807千円である。

• 経費区分での給与費、事業費等、委託料を全て積算した感染症等対策費
の修正後一般財源額の合算額は 311,493千円と算定される。

→ 標準団体の修正後一般財源については測定単位は補正後の値による
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結びにかえて

モデルによる分析から得られた結論

1. わが国の交付税制度は一般に考えられているよりもシンプルな構造として捉
えられる。複雑にみえるのは補正係数等を初めとした運用上の問題として捉え
るべきではないか。

2. マクロがミクロを決定している過程は、これまで考えられていたように地財計
画での交付税額が先決され、その額を前提に地方団体の交付税額が決定される
ということ以上に意味があることが明らかとなった。すなわち、その過程で多
くの政策目的が調整されているのである。例えば、算入率による算定項目間の
財源保障の調整、単位費用による地方団体を通じた平均的な財源保障の程度
の決定、測定単位と補正係数による地方団体への財源保障の調整等があげら
れる。

3. 政治過程での地財計画に係わる決定と交付税制度での算定を通じた財源保障
に関する調整、これらは異なる範疇に属した問題として捉えるべき。にも係わ
らずこれまで混同されて議論がなされているのではないか。

4. 交付税制度における地方単独事業の扱いを明確にすべきではないか。

○ 急速な高齢化の進展が地方財政に及ぼす影響

• 高齢化に伴って基準財政需要額を地方単独事業に配分することが困
難となっている。このため歳出特別枠・別枠加算による対処をしてい
るが。

本報告で残された問題

1. わが国の交付税制度を前提とするとき地方分権をどのように考えるのか。

○ 交付税制度はどのような意味で地方分権と整合的となり得るのか、ある
いは交付税制度における地方分権とは何か。

2. 全ての算定項目の一般財源充当経費を合算した額が地財計画で対応する歳出
額と一致しているか否かについては確認できない。算定項目ごとの一般財源充
当経費の額についてデータが公開されていないのか、あるいはそもそも一般財
源充当経費の額は交付税算定に用いられているのか？
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○ 本来の意味では、地財計画での交付税総額はマクロでの財源を補う額と
して算定されるものであり、地財計画の歳出額は「標準的な歳出」とし
て合理的に積算されるべきものである。しかし、厳密かつ合理的に積算
することは地方分権の考え方と整合的ではなくなる可能性がある。

• この地財計画の歳出額がいかに算定されているかについて、より詳
細な検討が必要と思われる。

• マクロの一般財源充当経費の総額とミクロでの一般財源充当経費の
合算額との関係について確認が必要
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